
大和市告示第５０号 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

平成３１年３月２８日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を改正する要綱 

第１条 大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱（平成２２年大和市告示第１６

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１号中「抑止と」を「抑止及び」に改める。 

別表第６６号中「３台」を「６台」に改め、同表に次のように加える。 

２００ 市道つきみ野１０６号（大和市つきみ野四丁目１番地８先） ３台 

２０１ 市道鶴間７号（大和市鶴間二丁目５番１８号先） ２台 

２０２ 大和歩行者専用道２号線（大和市深見西六丁目５番４号先） ２台 

２０３ 上草柳三丁目公園（大和市上草柳三丁目１６番） ２台 

２０４ 市道深見台６３号（大和市深見台一丁目８番２０号先） ２台 

２０５ 市道宮久保１号（大和市上和田２１５２番地） ４台 

２０６ 市道渋谷９１号（大和市渋谷八丁目５番地３先） ３台 

２０７ 市道南林間１３３号（大和市南林間六丁目７番７号先） ２台 

２０８ 市道中央林間８６号（大和市中央林間一丁目２０番） ２台 

２０９ 市道久田山谷線（大和市上和田２７０６番地１） ３台 

２１０ 市道中央４５号（大和市中央七丁目１４番１９号先） ３台 

２１１ 市道新町子安線（大和市南林間七丁目２３番１０号先） ３台 

２１２ 市道福田９３号（大和市福田二丁目３１番地４先） ３台 

２１３ 市道西鶴間１１８号（大和市西鶴間四丁目３４３９番２８） ４台 

２１４ 市道福田原高座渋谷線（大和市福田６４４番地先） ３台 

２１５ 市道三ツ境下草柳線（大和市深見台四丁目１３番２２号先） ２台 

２１６ 市道桜森３号（大和市桜森三丁目１６番） ２台 

２１７ 市道内山１３号（大和市中央林間六丁目２５番２９号先） ２台 

２１８ 市道福田相模原線２号（大和市中央五丁目１２番１１号） ３台 



２１９ 市道下鶴間９７号（大和市下鶴間一丁目１番１号先） ４台 

２２０ 市道西鶴間７３号（大和市西鶴間八丁目８番１１号） ３台 

２２１ 市道深見７０号（大和市深見４９８番地５） ３台 

２２２ 市道上和田１４３号（大和市上和田１９９９番地先） ３台 

２２３ やまと防災パーク（大和市南林間六丁目１６番） １１台 

第２条 大和市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱の一部を次のように改正する。 

別表に次のように加える。 

２２４ 市道本町通り線（大和市大和南一丁目４番５号先） ２台 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成３１年４月２２日から施行

する。 


